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【教育委員会議事録】令和３年８月定例会

開催日時 令和３年８月２５日（水） ９：３０～１１：３０

開催場所 下関市教育センター ３階中研修室

出席委員の氏名

児玉 典彦（教育長）

小田 耕一（教育長職務代理者）

藤井 悦子

佐々木 猛

欠席委員の氏名 吉村 邦彦

委員及び傍聴人を除

くほか議場に出席し

た者の氏名

教育部長 徳王丸 俊昭

教育部次長 光吉 計志

教育部次長 吉川 弘文

学校教育専門監 木下 満明

教育政策課長 岡本 誠也

学校教育課長 岡田 達生

教育指導監（生徒指導推進室長） 川畑 誠治

教育研修課長 岡 良治

学校支援課長 浅野 秀晃

教育部参事（学校保健給食課長） 山本 泰造

教育部参事（生涯学習課長） 和田 英一

文化財保護課長 濱﨑 真二

中央図書館長 江原 理恵

美術館長 岡本 正康

歴史博物館長 古城 春樹

土井ヶ浜遺跡・人類学ミュージアム館長 松下 孝幸

下関市立下関商業高等学校教頭 松嶋 渉

下関商業高等学校事務長 冨田 智雄

教育部参事（菊川教育支所長） 山本 洋美

豊田教育支所長 高野 修一

豊浦教育支所長 吉田 正則

教育部参事（豊北教育支所長） 小山 俊治

こども未来部幼児保育課長 丹嶋 篤

こども未来部幼児保育課長補佐 岡田 清弘

教育政策課長補佐 内田 泰敬

教育政策課主査 倉前 啓介

教育政策課主任 吉冨 守夫

傍聴人の数 ２名
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児玉典彦（教育長）

それでは、教育委員会 ８月定例会を開会いたします。

本日は、吉村委員が欠席となっておりますが、教育長及び在任委員の過半数が出席してお

りますので、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第１４条第３項の規定により、会議

の定足数を満たしていることを報告いたします。

【署名委員の指名】

児玉典彦（教育長）

本日の議事録の署名は、小田委員、藤井委員にお願いいたします。

本日の日程は、日程１の議案が、７件、日程２の臨時代理の報告が１件、

日程３の報告事項が、８件、日程４その他となっています。

この日程に関連して、最初に委員の皆さんにお諮りします。

議案第５０号「令和４年度使用下関市立小・中学校一般図書の採択について」、議案第５

１号 「令和４年度使用下関商業高等学校教科用図書の採択について」、「議案第５３号 製

造請負契約締結について（下関市学校給食調理等業務委託）」及び臨時代理の報告「令和３

年８月２３日付け人事異動について」は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第１４

条第７項ただし書の規定により、会議を公開しないこととしたいと存じますが、委員の皆さ

ん、よろしいでしょうか。

（はい。（全員））

児玉典彦（教育長）

それでは非公開とし、議事録についても、当面の間、非公開といたしたいと存じます。委

員の皆さん、よろしいでしょうか。

（はい。（全員））

【開会の宣告】
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児玉典彦（教育長）

また、非公開とすることといたしました議案等については、日程４「その他」が終わった後

に協議を行うことといたしたいと存じますが、委員の皆さま、よろしいでしょうか。

（はい。（全員））

児玉典彦（教育長）

それでは、そのように進めてまいります。

傍聴者の皆様方には、非公開となりました議案等の審議の際はご退出いただくこととな

りますが、予めご了承ください。よろしくお願いします。

児玉典彦（教育長）

また、本日は、こども未来部 幼児保育課の報告案件がございますが、幼児保育課の報告

を冒頭に行うとともに、終了後、公務の都合上、退席することとなっておりますので、ご了

承ください。

それでは、幼児保育課の報告に入る前に、教育長報告を行います別紙の資料をご覧くださ

い。

社会貢献活動の感謝状贈呈式について後ほど浅野課長に簡単に説明してもらおうと思い

ます。それから日本遺産フェスティバルも日本遺産協議というところですが簡単に濱崎課

長に説明していただければと思います。

８月２日です。この日は道徳授業セミナーに関わる指導助言ということで、川中小学校で

校内研修会がありました。川中小学校、１１月１６日に道徳授業センターの道徳授業の発表

を行うんですけど、今までになく全ての学年で、１学級ずつ授業を行う意欲的な取り組みを

しており、私も下関の道徳教育が前に進むのではないかと、大変期待のもてるような校内研

修会でした。とても活発で、とりわけ３０代、２０代の先生がしゃべりあってるそれを５０

代の先生がサポートしている雰囲気を肌で感じられてとても良い研修会でした。そのあと

はここに書いてあるような業務、行事がずっとあったのですが、８月６日豊田ホタルの里ミ

ュージアム運営協議会、私は記憶がなかったんですが、私は初めて豊田ホタルの里ミュージ

アム運営協議会に参加したということで、委員の皆さんびっくりされまして、豊田は行かな

いと言った覚えがないのに、色々な都合により行けてなかったのが、行けて良かったと思い

ました。少しびっくりしたのは、コロナで人の動きが止まって、施設を休館することが多か

ったにもかかわらず、このミュージアムは入館者が増えている、子供を対象にした色々な虫

や魚、生物を学芸員がすごい勢いで集めてきていてそれを展示していて見ごたえのある展

示になっていました。また豊田教育支所との連携も進んでいるだろうなということがよく

理解できました。これからも大変小さなミュージアムですが、子供を対象にした講座等を開

【教育長報告】
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いて、入館者が増えれば良いなという感想を持ちました。

１７時半からわくわく教師塾ということで、道徳授業づくりについて１時間１５分ほど

研修講話を行いました。お盆前で、先生方も研修疲れが残っていた中４０人ぐらいの教員が

集まって熱心に受講してくれました。とても頼もしかったです。８月１７日盆明けに社会貢

献活動感謝状贈呈式というのが行われました。これについては支援課の浅野課長に説明を

お願いします。

浅野秀晃（学校支援課長）

補足説明をさせていただきます。実際には日新中学校で樹木伐採等の社会貢献活動をさ

れている西日本高速道路メンテナンス九州株式会社北九州保全センター下関事務所様によ

る日新中学校の環境整備の長年にわたる功績を称えまして、感謝の意として同社へ日新中

学校長及び文関小学校長同席のもと教育長より感謝状を贈らせていただきました。

日新中学校においては聞くところによりますと、平成元年ごろから同社が毎年、年２回、

社会貢献活動の一環で、樹木の伐採や清掃を生徒と一緒に行っていただいております。全て

ボランティアということで、その際には作業される会社の方が１０名以上来ていただき、さ

らに高所作業車などの機器も数台出して、やっていただいております。また正月には生徒と

一緒に門松づくりなどを行っていただいております。それにより当学校の環境整備に大き

く貢献していただいております。さらに文関小学校では今年開校１５０周年ということで、

今年は文関小学校の方にも同様の活動を行っていただいております。私からは以上となり

ます。

児玉典彦（教育長）

ありがとうございます。学校が行政だけでなく地域や社会に支えられていることを実感

するような取り組みをされているなと思いました。

この日は日本公衆電話会ガイドブック贈呈式というのもありまして、日本電話公衆協会

から中学１年生を対象に、ネットとかスマホの利用の仕方、危険性について、本当に中学１

年生が読んでわかるように書いた小さな冊子、それを１人１冊いただきました。毎年いただ

いており、本当にありがたいと思っています。これを毎年下関にもらうのは市議会議員の関

谷さんが支部長をやっている関係で、なるべく下関の子供達にという思いがあって、優先的

にいただいていることかもしれませんが、大変ありがたいことです。

次に、日本遺産協議会があります。これについて文化財保護課の濱﨑課長お願いします。

濱﨑真二（文化財保護課長）

日本遺産関連の補足説明をさせていただきます。関門海峡日本遺産協議会という官民一

体となりまして、かつ北九州、下関の複数行政連携事業として、日本遺産の活用推進に現在

取り組んでいるところです。本市におきまして、平成２９年に「関門ノスタルジック海峡～

時の停車場近代化の記憶」と題しましたストーリーが日本遺産に認定をされております。そ

して、その地域活性化策としての文化財活用ということで意欲的な活動をさせていただい

ているということでございますが、令和４年度の予定でございますが、日本遺産連盟ともう
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します、現在１０４の団体がストーリーとして認定を受けておりますが、その保持団体が加

盟をしております任意の団体でございますけれども、この１０４団体が全国の１か所に一

同に会しまして、国内はもとより海外にむけても日本遺産の魅力発信を積極的に取り組ん

でいくという持ち回りの事業が毎年開催をされているところでございます。令和４年度に

つきましては、関門地区での開催というものが内定をしておりまして、来年度想定といたし

ましては１０月の終わりを予定しておりますけども、関門両市、それから庁内の関連部局及

び民間の事業者さんと連携をいたしまして、比較的大規模なイベントというものを開催を

予定しているところでございます。当日につきましては日本遺産フェスティバルと題しま

した大がかりな催しと同時に海響グルメフェスという産業振興部が所管しております、グ

ルメ系イベントとコラボレートすることによりまして、より多くの方に現地に赴いていた

だけるような、賑わいをもたらすような企画となるように関係各課において調整を進めて

いるところです。内容につきましては、まだまだ検討の段階ということでございますので、

ある程整理ができた段階でまたご報告させていただこうと思います。以上でございます。

児玉典彦（教育長）

ありがとうございました。うまくいくことを願っています。８月２０日は小・中学校のフ

ォローアップ研修ということで、２年次・３年次の先生を対象に３０分ほど時間をいただい

てお話をしました。最初、内容は色々あったのですが、狙いとしては始業式を前に２年次・

３年次の若い先生が元気になるように子供達を前に笑顔で立てるようにそういう意図でこ

の研修会で講話をしました。後でアンケートを読むと、私としてはうまくいったかなと思っ

ております。以上で報告を終わりますが、ご質問・ご意見があればお願いします。

（ありません。（全員））

児玉典彦（教育長）

それでは日程３の報告事項のうち、幼児保育課案件に入ります。

児玉典彦（教育長）

報告事項「令和４年度 下関市立就学前施設の園児募集について」幼児保育課丹嶋課長お

願いします。

丹嶋篤（幼児保育課長）

幼児保育課の丹嶋です。よろしくお願いします。

お手元の１１ページの資料となります。

「令和４年度下関市立就学前施設の園児募集について」報告させていただきます。

１の来年４月の入園に関する募集スケジュールについてです。（１）の幼稚園等に通う「１

【報告事項】

令和４年度 下関市立就学前施設の園児募集について
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号認定子ども」の募集ですが、公立の幼稚園、認定こども園につきましては、本年１０月１

９日（火）から２１日（木）の３日間を受付期間とし、各園において受付を行います。

なお、私立の幼稚園等につきましては、市による直接的な関与はありませんので、各園が

定める募集期間において受付が行われます。

次に、（２）の保育園等に通う「２号・３号認定子ども」の募集ですが、こちらは市が利

用調整を行うため、公立・私立ともに同じスケジュールとなります。

受付期間は、本年１０月４日（月）から１１月５日（金）までの１月間です。この間に申請

のあった方について、最初の利用調整を行います。

最初の利用調整は、年内を目途に実施し、その後各園の空き状況を確認した上で、追加募

集を実施します。

追加募集の期間は、年明けの令和４年１月１１日（火）から２８日（金）までの３週間です。

続きまして、２の周知方法についてですが、例年どおり、市報を中心としつつ、市のホー

ムページや子育て支援アプリ等を活用いたします。市報については、１０月１日号を最初の

お知らせとし、１月１日号まで継続してお知らせする予定です。

最後に、募集する公立の施設についてですが、３の下関市立就学前施設にありますように、

幼稚園が６園、保育園が１０園、認定こども園が９園です。

なお、内日幼稚園につきましては、平成２９年度から休止中ですが、廃止に係る地元との

調整が整っておりませんので、来年度も引き続き休止を継続する予定です。報告は以上です。

児玉典彦（教育長）

はい、ありがとうございました。委員の皆様何かご質問はございますか。

（ありません。（全員））

児玉典彦（教育長）

ないようでしたら、本件について報告済みといたします。

児玉典彦（教育長）

続いて、「報告事項 豊浦幼稚園の幼保連携型認定こども園への移行ついて」丹嶋課長お

願いします。

丹嶋篤（幼児保育課長）

資料１２ページをご覧ください。

「豊浦幼稚園の幼保連携型認定こども園への移行について」報告させていただきます。

まず、１の目的ですが、豊浦幼稚園は、近年、園児数が減少傾向にあり、令和３年８月時

点の在園児は１３名となっています。

【報告事項】

豊浦幼稚園の幼保連携型認定こども園への移行ついて
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また、長府第一保育園は、令和３年８月時点で９９名の園児を保育していますが、昭和３

７年に整備した園舎であるため、施設の老朽化が進んでいます。

このような状況であることから、幼児期の発達に必要な適正規模を確保すると共に、安

全・安心な環境の中で教育・保育を行っていくため、豊浦幼稚園を改修し、長府第一保育園

と統合した幼保連携型認定こども園に移行しようとするものです。

次に、２の今後の予定ですが、豊浦幼稚園におきましては、令和３年度から令和４年度に

かけて、認定こども園としての開園に向けて必要な改修工事を行います。なお、工事中も通

常どおり開園することとしておりますが、令和４年度は、認定こども園への移行に先立ち、

３歳児の受入れを行い、令和５年４月より、現在の豊浦幼稚園の場所に、認定こども園とし

ての開園を予定しております。

長府第一保育園におきましては、令和４年度末までは通常どおり開園し、令和４年度末を

もって廃園することとしております。在園児につきましては、令和５年度から、豊浦幼稚園

を改修した認定こども園に通園していただくこととなります。なお、園舎につきましては、

令和５年度に解体を予定しております

最後に、３の豊浦幼稚園の改修工事の概要ですが、令和３年度は、９月以降にトイレの改

修とエアコンの設置を行い、令和４年度は、給食室の設置と駐車場工事などを行うこととし

ています。報告は以上です。

児玉典彦（教育長）

はい、ありがとうございました。ただ今の報告について、委員の皆様で何かございますか。

はい、藤井委員。

藤井悦子（教育委員）

先日、豊浦幼稚園に研修支援で訪問した際に、今度、こども園に変わりますと聞き、この

場所には駐車場のスペースがないのでは、と気になりました。今回、ご説明を聞いて、駐車

場も整備されるということなので、安心しております。

児玉典彦（教育長）

はい。他はよろしいですか。

無いようでしたら、参考までにお伺いしたいのですが、受け入れの園児数はどのくらいを

想定されていますか。

丹嶋篤（幼児保育課長）

長府地区におきましては私立園もたくさんございますので、そのあたりとの兼ね合いも

ございます。今の想定としては１２５人～１３０人程度かなと思っておりますが、この辺り

も待機児童等の兼ね合いもありまして、できれば３号認定こどもさんが受け入れる分につ

いては少し考慮していきたいというふうには考えております。
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児玉典彦（教育長）

はい。ちょうど近くに大きな宅地造成がされていて、子供が増えるんだろうと思っていま

す。調整が大変でしょうがよろしくお願いします。

それでは、本件について報告済みとしてよろしいでしょうか。

（はい。（全員））

児玉典彦（教育長）

それでは、こども未来部 幼児保育課は、ここで退席となります。ありがとうございまし

た。

児玉典彦（教育長）

続いて日程１ 議案審議にまいります。「議案第４８号 教育功労者表彰（表彰）につい

て」教育政策課 岡本課長、お願いします。

岡本誠也（教育政策課長）

議案第４８号 教育功労者表彰（篤行表彰）について、ご説明いたします。資料の２ペー

ジをお願いいたします。

本件は、下関市教育委員会表彰規則第７条の規定に基づき、教育功労者を決定しようとす

るものであります。この度は、規則第５条第４号により歴史博物館長から内申があった後、

規則第６条に基づき７月２８日に開催された選考委員会において候補者として選考され、

本日議案として提出するものでございます。

表彰の内容ですが、西運光様より、博物館活動の充実に資することを願われ、下関市立歴

史博物館に対し、５０万円の寄附があったものでございます。説明は以上です。ご審議の程、

よろしくお願いいたします。

児玉典彦（教育長）

では、ご質問、ご意見があればどうぞ。

特にないようですので、議案第４８号について承認としてよろしいですか。

（はい。（全員））

児玉典彦（教育長）

では、承認といたします。

【議案審議】

第４８号 教育功労者表彰（表彰）について
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児玉典彦（教育長）

続いて「議案第４９号 下関市立小学校及び中学校管理規則の一部を改正する規則」学校

教育課 岡田課長、お願いします。

岡田達生（学校教育課長）

議案第４９号 下関市立小学校及び中学校管理規則の一部を改正する規則について説明

させていただきます。

資料３ページから４ページをお願いいたします。これは、事務職員の標準的な職務の明確

化を図り、事務職員が他の教職員と適切な業務の連携、分担のもと、学校組織における唯一

の総務、財務等に通ずる専門職として、校務運営への参画を一層拡大し、より主体的、積極

的に参画できるような環境を整えるため、条文整備を行うものです。

事務職員の標準的な職務内容は市教委として定めておりましたが、昨年度の文部科学省

の通知に基づいて、この度、学校管理規則に明文化することといたしました。

以上、下関市立小学校及び中学校管理規則の一部を改正する規則について説明いたしま

した。ご審議のほどよろしくお願いいたします。

児玉典彦（教育長）

では、ご質問、ご意見があればどうぞ。よろしいですか。

（はい。（全員））

質問がないようですので、議案第４９号について承認としてよろしいですか。

（はい。（全員））

児玉典彦（教育長）

では承認といたします。

児玉典彦（教育長）

続いて「議案第５２号 工事請負契約の締結について（菊川中学校体育館新築建築主体工

事）」学校支援課 浅野課長、お願いします。

【議案審議】

議案第４９号 下関市立小学校及び中学校管理規則の一部を改正する規則

【議案審議】

議案第５２号 工事請負契約の締結について（菊川中学校体育館新築建築主体工事）
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浅野秀晃（学校支援課長）

議案第５２号 工事請負契約の締結について（菊川中学校体育館新築建築主体工事）つい

て説明させていただきます。

別冊資料②、１ページをご覧ください。この議案は、当該工事の入札において、落札者と

なった、寺内建設貴船建設菊川中学校体育館新築建築主体工事共同企業体と工事の請負契

約を締結しようとするものでございます。

契約の相手方は、株式会社寺内建設、貴船建設株式会社の２者で構成する共同企業体でご

ざいます。共同企業体代表者は寺内建設。構成員は貴船建設となります。

請負金額は２億３,５４０万円。入札には、二つの共同企業体が参加し、予定価格に対す
る落札率は９８．５％となっております。

次に資料の２ページをご覧ください。体育館の延べ面積は、８３０．７４平方メートル。

建物の構造は、鉄骨造平屋建て、工期は市議会議決後５日以内を着手日とし、完成日は令和

４年６月３０日となります。新体育館の、建築位置は、資料にお示ししている場所になりま

す。

次に資料３ページに体育館の平面図を、４ページに、体育館の立面図をお示ししておりま

す。当該議案の議決後、令和３年第３回定例市議会に議案として提出を予定しております。

説明は以上となります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。

児玉典彦（教育長）

説明がありましたが、ご質問、ご意見があればどうぞ。はい藤井委員。

藤井悦子（教育委員）

体育館の建設場所ですが、これは確か駐車場だった場所ですが、これは別に駐車場を作る

ということになるのですか。

児玉典彦（教育長）

はい、浅野課長。

浅野秀晃（学校支援課長）

駐車場の敷地を新たに別の場所に設けるということではなくて、今使ってある体育館を

解体して、いっとき使える駐車場が少なくなりますが、その場所を駐車場としてと考えてお

ります。

藤井悦子（教育委員）

わかりました。ありがとうございます。

児玉典彦（教育長）

現存している体育館を崩して、あそこの跡地を駐車場になることでしょうが、教員には不

便な期間があると思いますが、子供達に新しい体育館でと思っております。
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ほかにはよろしいですか

（はい。（全員））

児玉典彦（教育長）

では議案第５２号について承認としてよろしいですか。

（はい。（全員））

児玉典彦（教育長）

では承認といたします。

児玉典彦（教育長）

次に「議案第５４号 下関市立美術館協議会委員の委嘱について」美術館 岡本館長、お

願いします。

岡本正康（美術館長）

美術館でございます。よろしくお願いいたします。「議案第５４号 下関市立美術館協議

会委員の委嘱について」ご説明いたします。資料は５ページ及び６ページをご覧下さい。

下関市立美術館協議会委員の委嘱については、博物館法第２１条及び下関市立美術館の

設置等に関する条例第１１条の規定に基づき、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の

向上に資する活動を行うもの、並びに学識経験のあるものから委嘱する１０名以内の委員

により組織するものです。このたび、現任の委員の任期が令和３年８月３１日をもって満了

することから、新たに委員１０名の委嘱を行うため議案を提出いたします。委嘱予定者は６

ページの名簿のとおりでございます。１０名のうち９名が再任となり、この度新任となるの

は、社会教育関係者としまして、下関市連合婦人会会長 草野和子 様でございます。任期

につきましては令和３年９月１日から令和５年８月３１日まで２年間となっております。

以上、ご審議のほどよろしくお願いいたします。

児玉典彦（教育長）

説明がありましたが、ご質問、ご意見があればどうぞ。

よろしいですか。大半の方が再任ということで、特段ご意見がないということになりまし

たので、議案第５２号について承認としてよろしいですか。

【議案審議】

議案第５４号 下関市立美術館協議会委員の委嘱について
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（はい。（全員））

児玉典彦（教育長）

では承認といたします。

児玉典彦（教育長）

日程２「臨時代理等の報告」は非公開となりましたので、日程３「報告事項」に入ります。

まず、「令和２年度決算について」徳王丸部長お願いします。

徳王丸俊昭（教育部長）

令和２年度教育委員会の所管に係る教育費の決算について報告いたします。

資料は別冊②の６ページをお願いいたします。

大学費及びスポーツ振興課所管分を除く、教育費の予算額９６億６,０４３万１千円に対
しまして、決算額は８６億７,６８６万５,２４７円です。差額については、翌年度への繰越
額が１億５,８８３万６９２０円、不用額が８億２,４７２万８,８３３円であり、全体の執行
率は、８９．８２％となっております。

それでは、各項を追って説明いたします。

教育総務費でございますが、予算額１１億９２３万７千円に対し、決算額は９億８,５５
４万２,５６１円です。差額については、翌年度への繰越額が１９５０万円、不用額が１億
４１９万４,４３９円となっております。繰越の理由は、感染症対策等の学校教育活動継続
支援事業（研修等）について、国の令和２年度補正予算に伴う事業決定を受けたためであり、

不用額が発生した主な理由は、新型コロナウイルス感染症まん延防止のため、新規外国語指

導助手の来日が延期となり、ＡＬＴの報酬が見込みを下回ったことによります。また、コン

ピューター整備事業において、各学校から回線を直接インターネットへ接続する方式に改

めたことによる回線使用料（通信運搬費）が見込みを下回ったことによるものです。主な事

業内容は、教育委員会及び事務局職員の人件費、生徒指導推進及びコミュニティ・スクール

に係る経費等となっております。

次に小学校費は、予算額３０億５,２４３万７千円に対し、決算額は２６億６,４０２万９,
９７１円です。差額については、繰越額が６,６４４万４千円、不用額が３億２,１９６万３,
０２９円となっております。繰越の主な理由は、小学校普通教室空調設備整備事業について、

国の令和２年度補正予算に伴う事業決定を受けたため、また、誠意小学校内水路改修事業に

ついて、入札不調に伴い不測の日時を要したためであり、不用額が発生した主な理由は、Ｇ

ＩＧＡスクール構想推進事業において、小学校内ＬＡＮ整備工事費が見込みを下回ったこ

とによるものです。主な事業内容は、小学校に勤務する職員の人件費、教材の整備、就学援

助及びコンピューター整備事業に係る経費となっております。

続いて中学校費は、予算額１５億１,５９４万７千円に対し、決算額１２億７,５９１万８
０４円です。差額については、翌年度への繰越額が４,２０７万７千円、不用額が１億９,７

【報告事項】

令和２年度決算について
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９５万９,１９６円となっております。翌年度への繰越の理由は、中学校普通教室空調設備
整備事業、中学校埋設ガス管改修事業について、国の令和２年度補正予算に伴う事業決定を

受けたためであり、不用額が発生した主な理由は、ＧＩＧＡスクール構想推進事業において、

中学校内ＬＡＮ整備工事費が見込みを下回ったことによるものです。主な事業内容は、中学

校に勤務する職員の人件費、教材の整備、就学援助及びコンピューター整備事業、長寿命化

事業に係る経費となっております。

続いて高等学校費は、予算額６億５,１５３万５千円に対し、決算額６億３１０万５,４４
５円です。差額については、翌年度への繰越額が１,１７７万４,９２６円、不用額が３,６６
５万４,６２９円であり、翌年度への繰越額が発生した主な理由は、ＧＩＧＡスクール構想
推進事業について関係者との調整に日時を要したためです。不用額が発生した主な理由は、

下関商業高等学校内ＬＡＮ整備工事の補助決定が見込みを下回ったことによるものです。

主な事業内容は、下関商業高等学校に勤務する教職員の人件費、施設整備及び教材の整備、

コンピューター整備事業に係る経費となっております。

７ページをお願いいたします。社会教育費は、予算額１８億６,５６６万１千円に対し、
決算額１７億８,２２８万１,４７２円です。差額については、翌年度への繰越額が２０４万
９９４円、不用額が８,１３３万８,５３４円でございます。翌年度への繰越額が発生した理
由は、成人の日記念事業について、次年度に開催を延期することが決定したためです。不用

額が発生した主な理由は、新型コロナウイルス感染拡大による施設の休館に伴う休日勤務

に係る割増報酬の減、職員配置により報酬が見込みを下回ったこと、新型コロナウイルス感

染拡大による公民館運営審議会の中止等による報酬の減、各施設の休館に伴う光熱水費の

減によるものです。主な事業内容は、生涯学習課等の職員人件費、生涯学習の推進に係る経

費及び公民館、図書館、博物館、美術館等の施設管理運営に係る経費となっております。

続いて保健体育費は、予算額１４億６,５６１万４千円に対し、決算額１３億６,５９９万
４,９９４円です。差額については、翌年度への繰越額が１,７００万円、不用額が８,２６１
万９,００６円であり、翌年度への繰越額が発生した主な理由は、感染症対策等の学校教育
活動継続支援事業（学校保健衛生用品等）について、国の令和２年度補正予算に伴う事業決

定を受けたためであり、不用額が発生した主な理由は、給食費及び医療費に係る就学援助費

や、４月、５月の臨時休業に伴い給食の実施日数が減ったことによる賄材料費が見込みを下

回ったことによるものです。主な事業内容は、学校保健給食課及び給食調理員に係る人件費、

学校保健管理、学校給食実施及び就学援助に係る経費となっております。

８ページをお願いいたします。災害復旧費になりますが、予算額５００万円に対して、決

算額は２８９万３千円です。差額については、不用額が２１０万７千円であり、不用額が発

生した主な理由は、災害復旧工事が見込みを下回ったことによるものです。工事内容は、西

山小・彦島中・吉見中の渡り廊下改修、菊川中の駐輪場屋根改修となっております。

次に、「令和２年度決算 教育委員会の主要な施策の成果」について説明いたします。

９ページをお願いいたします。１枚めくっていただいて目次がございますが、全部で２０の

事業があり、№１から９までが新型コロナウイルス感染症対策施策、№１０から２０までが

一般施策となっております。２０事業のうち１０の主要な施策について説明させていただ

きます。１３ページをお願いいたします。「公共施設に係る新型コロナ感染症対策事業」は、
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公民館等において、感染拡大を予防する「新しい生活様式」に対応するため、新型コロナウ

イルス感染症の感染及び感染拡大のリスクを可能な限り低減するための対策として、ＡＩ

サーマルカメラ、感染予防のための消耗品の配備等を行ったものでございます。

一番下段の施設の概要、計画等の教育委員会の欄をお願いいたします。予算額６９８万円

に対しまして、決算額は５２５万５,８６３円でございます。
１４ページをお願いいたします。「ＧＩＧＡスクール構想推進事業（小中学校）」は、 国

の「ＧＩＧＡスクール構想」ＩＣＴ教育環境を整備するもので、小学１年生から中学３年生

までの児童生徒及びその指導者に１人１台のタブレット端末や普通教室への大型提示装置、

高速大容量のネットワーク環境（校内ＬＡＮ）、緊急時オンライン学習のためのモバイルル

ーター、教師用端末に導入するデジタル教科書及び児童生徒用端末に導入するデジタル教

材を整備したものでございます。一番下段の４決算情報をお願いいたします。予算額２２億

１,００８万８,１８９円に対しまして、決算額は１８億２,６９６万２,８８５円、翌年度繰
越額は３００万円で、主な支出内訳は、委託料２億２,４６３万１千円、備品購入費９億７
０６５万３,５３０円、工事請負費５億８,７１７万８,９００円でございます。翌年度への繰
越額が発生した理由は、入札不調に伴い不測の日数を要したためでございます。

続きまして、１５ページをお願いいたします。「学校再開に伴う感染症対策・学習保障事

業」でございます。小・中・高等学校が学校再開に際して、感染症対策を徹底しながら児童

生徒の学習保障をするために必要となる整備を行うもので、保健衛生用品及び３密対策用

品の配備や分散授業に必要となる教材等を整備したものでございます。一番下段の決算情

報をお願いいたします。予算額６,８５０万円に対しまして、決算額は６,５８５万６,９３１
円であり、主な支出内訳は、消耗品費４,５１２万３８３円、備品購入費２,０７３万６５４
８円でございます。

１６ページをお願いいたします。「ＧＩＧＡスクール構想推進事業（下関商業高校）」は、

下関商業高等学校における高速大容量のネットワーク環境（校内ＬＡＮ）及び１人１台端末、

大型提示装置、電源キャビネットを整備したしたものでございます。一番下段の４番決算情

報をお願いいたします。予算額９,２７３万４,０００円に対しまして、決算額は
７,０３０万９,０７４円、翌年度繰越額１,１２７万４,９２６円で、支出内訳は、消耗品費３
５１万９,８２４円、備品購入費５,１９３万９,２５０円、工事請負費１,４８５万円でござ
います。翌年度への繰越額が発生した理由は、関係者との調整に日時を要したためでござい

ます。

１７ページをお願いいたします。「学校衛生環境確保事業」は、定期健康診断等を安全に

実施するため、感染症対策物品を調達し、各校に配付し、また、学校施設の日常清掃及び陽

性者が発生した場合の消毒のため、消毒液等を調達し、各校に配付したものでございます。

一番下段の５番決算情報をお願いいたします。予算額７６９万３,２０３円に対しまして、
決算額は６９７万５,５６５円であり、主な支出内訳は、感染症対策用品消耗品等３９６万
４,０９７円、学校保健管理用消耗品費等３０１万１,４６８円でございます。
１８ページをお願いいたします。「学校給食無償化事業」は、新型コロナウイルス感染症

の影響を受けている小・中学生の保護者世帯の生活を支援するため、令和２年度１学期の市

立小・中学校の給食費を無償化するもので、５月２１日から７月３０日までの４９日間の給
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食費無償化を実施したものでございます。一番下段の決算情報をお願いいたします。

予算額８億９,９６２万円に対しまして、決算額８億５,７８０万３,７０９円であり、主な支
出内訳は、消耗品費１,３３６万９,４４８円、光熱水費４,４８７万６,３７２円、賄材料費４
億５,４３４万３,８７３円でございます。
１９ページをお願いいたします。「学校給食事業者支援事業」は、新型コロナウイルス感

染症対策のための学校の臨時休業により、学校給食の中止が長期間にわたり、経営に大きな

影響を受けている市内の学校給食用食材納入業者に対し、事業継続のための支援を実施し、

また、パン・米飯と牛乳の製造販売業者に国庫補助制度を活用し支援を行うもので、市内に

事業所がある学校給食用食材納入業者に対して、売上に応じた給付金を支給し、学校臨時休

業期間中のパン・米飯と牛乳の加工賃相当額を製造販売業者に対して支給したものでござ

います。下段の決算情報をお願いいたします。予算額２,４５０万円に対しまして、決算額
２,０１１万５,４９２円であり、主な支出内訳は、全額給付金でございます。
２２ページをお願いいたします。「適正規模・適正配置事業」は、少子化等により学校が

小規模化する中、下関市立学校適正規模・適正配置基本計画に基づき、学校統合等を進め、

より良い教育環境を実現するもので、地元の合意が得られた豊田地区２校（豊田中小学校・

西市小学校）の統合のため、物品移転、廃棄物処理、閉校記念式典開催等に係る事業を実施

し、また、名陵中学校区３校による名陵学園開校のための合意形成等を行ったものでござい

ます。下段５番の決算情報をお願いいたします。予算額８６９万５,０００円に対しまして、
決算額４３３万３５８円であり、主な支出内訳は、報酬２２０万９,８００円、消耗品費１
２万６,７２０円、委託料１３１万７,８００円でございます。
２８ページをお願いいたします。「考古博物館体験学習推進事業」は、２０２０年をユニ

バーサルミュージアム元年と位置付け、本市における人にやさしい魅力あるまちづくりの

一環として、「五感に響く体験型博物館」への機能充実を図り、博物館活動のユニバーサル

デザイン化と博福連携を推進するもので、市内遺跡出土資料をモデルにパズル形式をはじ

めとする、視覚障がい者であっても触覚や知覚を駆使して利用可能な体験学習ツール等の

開発、当博物館内に視覚障がい者用マット・点字案内板の設置、ホームページを使いやすく

全面リニューアルしたものでございます。下段の５番決算情報をお願いいたします。予算額

５３０万円に対しまして、決算額５２５万１,９５０円であり、支出内訳は、全額委託料で
ございます。

３０ページをお願いいたします。「フッ化物洗口事業」は、令和元年度まで実施していた

フッ素塗布にかわり、令和２年度より開始した事業であり、令和２年９月より、新型コロナ

ウイルス感染拡大防止対策の整った学校から順次実施し、市内全４４小学校のうち４３小

学校が実施したものでございます。コロナ感染症対策のため豊北小学校未実施でございま

す。一番下段の５番決算情報をお願いいたします。予算額５３０万円に対しまして、決算額

は４１０万４,３８１円であり、主な支出内訳は、医薬材料費１２６万５,４１８円、委託料
１３０万６,８００円、消耗品費等１５３万２,１６３円でございます。
以上で令和２年度決算に係る報告を終わります。よろしくお願いいたします。

児玉典彦（教育長）
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ただいま丁寧に報告がありましたが、なかなか数字をみて質問が難しいと思いますが、質

問ご意見がある方はいらっしゃいますか。はい小田委員。

小田耕一（教育長職務代理者）

ご報告ありがとうございました。具体的なご説明もあった中で、６ページに教育費の表が

ございますが、具体的な説明を受けて少し思ったのですが、小学校費・中学校費、高等学校

費もなのですが、執行率のところが小中学校の教育振興費というところが、執行率のパーセ

ンテージが低いように思うんですが、その理由について少しまとめてお話いただければと

思います。

児玉典彦（教育長）

はい、学校支援課浅野課長。

浅野秀晃（学校支援課長）

ご質問の件ですが、教育振興費の中に昨年度ＧＩＧＡスクール構想の電子黒板であった

り、モバイルルーター、その辺りの費用が入札残が見込みを下回って、かなり大きな金額で

したので、昨年度はこの費用が費目が大きいというところでございます。

児玉典彦（教育長）

よろいしいですか。

小田耕一（教育委員）

はい。

児玉典彦（教育長）

その他どうでしょう。

ご意見ご質問ないようですので本件について報告済みとしてよろしいでしょうか。

（はい。（全員））

児玉典彦（教育長）

また個別にご意見やご質問があればそれぞれ担当課の方にご質問ください。

それでは本件は報告済みといたします。

児玉典彦（教育長）

「生理の問題に関する学校の対応について」学校保健給食課山本参事お願いします。

【報告事項】

生理の問題に関する学校の対応について
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山本泰造（教育部参事（学校保健給食課長））

学校保健給食課です。

生理の問題に関する学校の対応についてご報告させていただきます。資料７ページをご

覧ください。

これまでの定例会でこの問題につきましては、報告をさせていただきましたが、この度、

学校において、無償で生理用品を配付することとしたため、報告させていただきます。

「１、生理用品を学校に配付することについて」ということで、小中学校にアンケートを行

いました。それで、主なアンケートの理由というのは、（２）に書いてあります設置場所に

対するご意見、こちらを各学校の方に意見を伺ったというところです。こちらに書いてあり

ます通り、保健室での対応をというところが６４校。それから職員室。これは養護教諭不在

時に対応できるというところが３校。トイレはこれはトイレと書いておりますが、トイレ及

び保健室、どちらでも対応っていう回答が３校。その他が３校ということでございました。

また、その他学校の意見として、（１）の方にお示ししておりますが、ナプキンをトイレに

置くことに対する反対意見ということで、児童生徒の個別対話による丁寧な対応ができな

い、月経指導ができない。必要ない生徒が持っていき、本当に必要な子には渡らない可能性

があると。それから、不衛生、在庫管理が煩雑となるというのが１０校ほどございました。

それから、生理用品の配付については今までと変わらない対応を続けたいというのが３校、

それから学校だけでは、問題の解決にはならないのではというご意見が３校、それから、忘

れたり、準備してもらえなかった時に、ためらわず申し出ることができる環境づくりが学校

では大切だというご意見。それから、理由を問わず、校内以外での使用分も渡したい。生理

用ショーツの用意も必要であるというのが２校ございました。このアンケートを受けまし

て、「２ 実施方法について」決めさせていただきました。（１）配付物に関しましては、ナ

プキン及び使い捨て生理用ショーツを各学校に配付いたします。配付方法と書いてありま

すが、こちらにつきましては生徒に対してですね、必要な枚数を児童生徒に配付させていた

だくと。それから、配付数、こちらは教育委員会より、ナプキンに関しましては約１７,０
００枚。各校、人数に応じまして、３０枚から１,３００枚程度をお配りする形にしており
ます。それから使い捨て生理用ショーツにつきましては、各校１０枚で６６０枚用意させて

いただいております。配付場所につきましては、保健室を基本としていますが、トイレに置

くことも併用することとできるという形で、各学校には通知をさせていただいております。

生理用品、今この教育センターにございますが、この月末から、来月にかけてですね、各学

校にすべて配付させていただいて、準備をさせていただくという形になっております。また

配付状況につきましては、学期末にですね、各学校より報告を受けまして、どういった事情

でとらえるかっていうのを踏まえてまた今後の対応を検討して、次に進めたいと考えてお

ります。

以上でございます。

児玉典彦（教育長）

ありがとうございました。今の報告についてご意見ご質問があれば。はい小田委員。
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小田耕一（教育長職務代理）

説明ありがとうございました。７ページ実施方法の一番下にも書いてありますが、学校と

いう場でどうすることが子供達にとって一番良い支援になるのかというのを考えるために、

学校からの報告、感想、反省そういったものを含めて、よりベターな方法を考えていくとい

うのを続けていく必要があるのかなと思いました。どうぞよろしくお願いします。

児玉典彦（教育長）

よろしくお願いします。アンケートもここで終わるのではなく、また年度末もう一度、簡

単なものでいいので、並進して確認していただければと思います。はい、藤井委員。

藤井悦子（教育委員）

私も小田委員さんと同じ意見です。デリケートな問題なので、現場におられる先生方が子

供たちの性格や人数を把握されており、学校の規模によっても形態が変わってくると思い

ます。子供たち阿智によりよい方法で進めていただけるようにお願いいたします。

児玉典彦（教育長）

他はよろしいですか。

それでは無いようですので本件については報告済みといたします。

児玉典彦（教育長）

次に「新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う学校の対応について」学校保健給食課

山本参事お願いします。

山本泰造（教育部参事（学校保健給食課長））

続きまして、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に係る学校の対応についてというこ

とでご報告させていただきます。

資料は、別冊⑤になります。ご存知の通り、下関市のステージが変わりましたので、その

地域の感染レベル区分を見直したことに関する報告でございます。１．感染レベル区分、こ

れまでのレベル、それからステージをお示ししております。この度令和３年８月２３日付で、

学校の地域区分レベルをレベル３、市のステージは４という形になっております。具体的な

学校の対応ですけども、３にお示ししておる通りでございます。（１）教職員の移動につき

ましてでございますが、県外との往来は通勤、通院等を除き強く自粛と、特に緊急事態宣言

区域等との往来は最大限の自粛をしてください。（２）宿泊を伴う修学旅行・宿泊学習につ

きましてですけれども、旅行先が県内外にかかわらず、延期または中止を検討してください。

それから（３）各教科等の指導、学校行事の実施につきましては、感染リスクが高いものに

【報告事項】

新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う学校の対応について
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ついては行わないということで、①、②でお示しをさせていただいております。それから運

動会、体育祭につきましてですけれども、無観客や観客の人数制限、学年の入れ替え、半日

日程等、感染対策レベルを数段引き上げた対策を講じて実施する。各学校の感染状況によっ

ては延期または中止を検討するということで、通知させていただいております。それから

（４） 部活動等につきましてですけども、運動部及びマスクを外して活動する文化部等に

関しましては、当面の間中止するという形になっております。それから（５） 臨時休業等

でございますが、全校臨時休業を基本としますが、陽性者が連続して発生する場合等は学び

を保障するため、感染防止対策を講じた上で、学年閉鎖等も検討するという形で、８月２３

日付で各学校に通知をさせていただいたところでございます。以上報告終わります。

児玉典彦（教育長）

はい、ありがとうございました。今の報告についてご意見ご質問がありますか。はい佐々

木委員。

佐々木猛（教育委員）

ご報告ありがとうございます。コロナって今流行っている、急増している中なのですが、

子供達にとってはある意味仕方ないのかなというところで思っているところが多いかと、

思いますが、ほとんどの子供達が楽しみにしている授業が延期または中止を検討するよう

になっています。子供達のやる気の面でも能率があがるような、コロナに対応できるような

授業だけでなく、各学校で工夫していただいて、子供たちのやる気につながるような学校生

活が送れるようにしていただければと思います。よろしくお願いいたします。

児玉典彦（教育長）

はい、その他ございますか。感染状況も急激にあがって、下がってもじわじわなので対応

が難しいなと思います。今、佐々木委員からありましたとおり子供達のやる気をそぐような

ことがないように各学校で工夫していると思いますが、市の方でもサポートしたいと思い

ます。それでは本件については報告済みといたします。

児玉典彦（教育長）

次に「支所の宿日直業務の見直しに伴う夜間の公民館業務について」生涯学習課和田参事

お願いします。

和田英一（教育部参事（生涯学習課長））

生涯学習課です。

支所の宿日直業務見直しに伴います夜間の公民館の業務についてご説明をいたします。

【報告事項】

支所の宿日直業務の見直しに伴う夜間の公民館業務について
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資料８ページでございます。まず１概要について説明をいたします。本市の行財政運営の

改革の基本方針に基づく、事業見直し、いわゆる下関せんたく会議というものがございます

が、これにおける見直しの対象事業で、本庁市民部が所管する本庁支所、本庁管内、１２支

所のうち、宿日直職員が取り扱っている、戸籍の届けの件数が少ない支所、つまり、２に対

象施設として記載しております７つの公民館に併設されている支所の宿日直業務が、令和

４年度から廃止されることになりました。これに伴いまして、当該支所が併設されている公

民館での夜間における使用料の徴収、施設使用者への対応、閉館時の施錠等の公民館業務を

行うための職員を、新たに生涯学習課の方で任用、配置をして対応しようとするものでござ

います。次に、３の７公民館における令和４年度からの職員の勤務体制をご覧ください。休

館日の月曜日を除きまして火曜日から日曜日については、９時から１７時までは、現在と同

じように公民館職員２名のシフトで対応をいたします。１７時から閉館時間までは、夜間管

理職員を１６時２０分から勤務させて対応いたします。事務引き継ぎのために重複をさせ

ております。夜間管理職員の任用につきましては、４に記載のとおりで、会計年度任用職員

として任用しますので、任期は１年間、最大３会計年度まで更新が可能。業務の内容は夜間

における公民館業務で、勤務日数は、今考えておりますが１４日以内として２名を任用して

対応する予定にしております。

報告は以上です。よろしくお願いします。

児玉典彦（教育長）

今の報告についてご意見、ご質問はございますか。

よろしいですか。

（はい。（全員））

児玉典彦（教育長）

ないようでしたら、本件について報告済みといたします。

児玉典彦（教育長）

次に「公民館使用料の減免基準の見直しについて」生涯学習課和田参事お願いします。

和田英一（教育部参事（生涯学習課長））

はい、続きまして説明させていただきます。

少々時間が長くなるかもしれませんがご了承いただきたいと思います。公民館使用料の

減免基準の見直しについてでございますが、９ページになります。公民館の使用料は下関市

立公民館の設置等に関する条例で各公民館が部屋ごとに、午前午後夜間という区分に応じ

まして使用料金額を規定しております。また減免につきましても、第１２条で、市長が公用

【報告事項】

公民館使用料の減免基準の見直しについて
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または公益上必要があると認めるときは、使用料を減額し、または、免除することができる

と規定されております。公民館の使用料の減免はこの「できる規定」に基づいて行っている

ものでございます。本日の報告は、今後、今の減免基準、つまり減免率の見直しについて、

着手をしてまいりますという趣旨でございます。１の概要ですが、本市で下関市財政健全化

プロジェクトによりまして、平成２５年度に、受益者負担の見直し基準というものが作成さ

れておりますが、公民館の設置目的などの性質から設定される。施設の維持管理に要する費

用に対する、利用者、受益者の負担割合は、２５％というふうに設定をされておりまして、

実際に歳入になる、使用料収入の割合が非常に低いというのが現状でございます。公民館を

利用される市民である受益者と、利用されない非受益者を含みました税負担の公平性、公正

性を確保する必要があることから、見直しをしようとするものでございます。

なお、これにつきましては、本市の行財政運営の改革の基本方針に基づきます事業見直し、

先ほどちょっと触れましたけれども、いわゆる下関せんたく会議でも見直しという判定が

されております。

続きまして、２公民館使用料の現状でございます。まず、（１）、利用団体の区分別利用者

及び使用料ですけれども、この表は、公民館の利用団体の区分ごとに使用料減免率等を、年

間の利用件数、及び、使用料収入を表したものでございます。件数と、収入金額は、新型コ

ロナウイルス感染症の影響が顕著になる前の令和元年度の数字でございます。上から、国ま

たは地方公共団体による使用、並びに市内の教育団体、社会教育団体、公益的団体及び社会

福祉団体が利用する場合の減免率は１００％。つまり、使用料は全額免除にしております。

令和元年度における利用率、利用件数は約１万件ございまして、全体に占める割合は約２

６％です。その下は登録団体でございますが、この登録団体とは、ご存知の通り、地域住民

の社会教育生涯学習の場を確保することを目的として、公民館における継続的な活動実績

のある、原則５名以上の自主的な活動をするグループで、年間を通して定期利用することが

でき、使用料の半分が減免されるという優遇措置がなされております。令和元年度におきま

す、利用件数は２万１,０００件で、約２万１,０００件で全体に占める割合は５４％でござ
いました。以上が減免対象の団体でこれ以外は、一般利用として条例に規定した通りの使用

料をお支払いいただいております。一般利用は約８,０００件で全体に占める割合は約２
０％ぐらいでございます。次に（２）施設の維持管理に要する費用に対する使用料収入の割

合、令和元年度でございますが、年間の維持管理費、約３億７,０００万円。これは市内全
公民館にかかる維持管理費用の年間分でございます。これに対しまして使用料収入は２,７
０２万円で、割合にしますと７．３％ですので、残りの９２．７％を公費で賄っているとい

う現状でございます。先ほど申しましたけれども公民館を利用されてる受益者と、利用され

てない非受益者の税負担の公平性、公正性の確保の観点から、この減免率を見直したいと考

えております。

なお見直した後は、老朽化してる施設がございますので、機器の改修ですとか改善費用の

予算の増額を図りまして、利便性の維持向上につなげて参りたいと考えております。最後に

３今後のスケジュールでございます。基本的な考え方としまして、見直しを利用者にご負担

をお願いするものになります。この利用率を上げようと考えておりますので、市民生活に直

接関わることですので、時間をかけて、丁寧に説明をしてまいりたいと考えております。
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令和３年度７月から８月、今月にかけて開催されております、公民館利用者や地域の方々の

代表である公民館運営審議会、本庁管内では各公民館に設置をされておりますが、この委員

の皆様、また社会教育委員の皆様方へ、本市公民館の使用料収入の現状と、減免の見直しの

趣旨は説明をさせていただきました。いずれも様々なご意見をいただきましたけれども、公

民館老朽化の現状ですとか、受益者負担割合の低さからですね、見直すことにつきましては、

概ねご賛同いただける感触は受けております。ただやはり今後実際に利用する団体に対し

まして、しっかり時間をかけて丁寧に意見を聞いたり、説明するように意見をいただいてお

ります。まだ数館公民館運営審議会が残っておりますので、すべての運営審議会が終わりま

して、こちらの方で見直し案を作成して改めて、運営審議会委員の皆様そして社会教育委員

の皆様方へお示ししたいと考えております。令和４年度は、作成しました案を持って登録団

体をはじめ、実際に使っておられる皆様への説明会を中心に、開催をして、必要であれば調

整も行いながら、理解を求めてまいりたいと考えておりまして、実際の運用は令和５年度か

らを目指して進めて参ります。

報告は以上です。よろしくお願いします。

児玉典彦（教育長）

今の報告についてご意見、ご質問はございますか。はい、藤井委員。

藤井悦子（教育委員）

ありがとうございます。実際、年間の維持管理費の数字を見て、多くの費用がかかってい

たと改めて感じました。これから先、公民館の老朽化等、様々な問題が出てくると思います。

公民館を安全に利用していただくためにも、正当な費用をいただいて、みんなで継続してい

くことが大事だと思います。利用料増額の理解を得られるよう利用者の皆さんに丁寧なご

説明をお願いいたします。

児玉典彦（教育長）

他はよろしいでしょうか。生涯学習課、大変手のかかる業務にとりかかっていると思いま

すが、税負担の公正とか公民館の維持、地元の避難所となっており、これを乗り越えなけれ

ば公民館の存続も難しくなると思います。生涯学習課大変だと思いますが頑張ってくださ

い。

児玉典彦（教育長）

それでは報告事項の最後になります「毛利元就没後４５０年記念特別展「毛利ＶＳ大友

－海峡の戦国史 第２章－」の開催について」歴史博物館古城館長お願いします。

【報告事項】

毛利元就没後４５０年記念特別展「毛利ＶＳ大友 －海峡の戦国史 第２章－」

の開催について
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古城春樹（歴史博物館長）

毛利元就没後４５０年記念特別展 「毛利ＶＳ大友―海峡の戦国史 第２章―」の開催に

ついてご説明申し上げます。資料の１０ページとお手元のチラシをご覧ください。

本展は、平成３０年に開催した「大内氏の興亡と毛利氏の隆盛―海峡の戦国史 第１章」

の続編です。

大内氏を降し中国地方で版図を拡げた毛利氏と、豊後を拠点に北部九州に勢力を拡大す

る大友氏との、攻防を採り上げた展覧会です。病身をおして出陣し、長府で指揮を執った毛

利元就の覚悟に思いを馳せていただければと考えております。

また、本展では、同時代に関門地域で起こったエピソードも取り上げております。

チラシの裏面をご覧ください。住吉神社所蔵の市川経好・内藤隆春連署書状がありますが、

これは、永禄１１年に、吉母と室津の境に打ち上げられたクジラの所有権を巡って領民同士

がいさかいを起こしたときのものです。クジラと下関の関わりがこれを通して感じられる

ものではないかと考えております。

会期は９月１７日（金）から１１月７日（日）で、会期中には関連イベントとして、「毛

利氏の下関進出」「毛利元就と大友宗麟」「毛利氏と大内氏の外交戦」の３つのテーマで講座

を開催いたします。

なお、開会前日の９月１６日（木）に、展覧会関係者や報道機関を対象とした内覧会を開

催し、周知を図る予定にしています。説明は以上です。

児玉典彦（教育長）

ありがとうございました。今の報告についてご意見、ご質問のある方はいらっしゃいます

か。はい、小田委員。

小田耕一（教育長職務代理者）

楽しみにしております。以上です。

児玉典彦（教育長）

ぜひ歴博には頑張ってもらいたいと思います。

それでは日程３報告事項は以上です。

児玉典彦（教育長）

日程４「その他」ですが、何かございますか。はい、佐々木委員。

佐々木猛（教育委員）

失礼いたします。昨今、この夏休み期間ですが、大雨が続いていました。まだまだ不安定

なお天気が続いているのですが、それぞれの学校で、大雨による被害等がなかったかがまず

１点。それから２点目がこれから９月に入って台風シーズンがやってまいります。そこにお

【その他】
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いて同じような形で雨、風が強くなると思いますので、各学校での点検、壊れた個所への対

応がどのような形になっているのか教えていただければと思います。

児玉典彦（教育長）

はい、これは学校支援課浅野課長お願いします。

浅野秀晃（学校支援課長）

大雨の各学校の影響ですが、大きな土砂崩れだとかはございませんでした。ただグランド

の陥没が２件だとか、校舎の雨漏りだとかその辺のことはございました。グランドの陥没に

ついてはコーンを据えて、児童生徒が近寄らないようにということで対応はしております。

それと台風、今からやってくるということで、昨年も台風９号の影響で渡り廊下の屋根が

飛んで災害復旧費の補正予算を組んだところでございます。そちらの経験を踏まえ、各校務

技師による点検等も行っていただきながら、学校支援課でも点検を実施しながら対応して

いきたいというところでございます。

佐々木委員（教育委員）

よろしくお願いします。

児玉典彦（教育長）

大変でしょうがよろしくお願いします。

その他よろしいですか。

（ありません。（全員））

児玉典彦（教育長）

なければ、次回の日程ですが、９月の教育委員会定例会は、９月２８日（火）午前９時３

０分、当教育センター３階中研修室にて開催の予定です。委員の皆さんよろしいでしょうか。

（はい。（全員））

≪非公開部分始まり≫

児玉典彦（教育長）

それでは、ここから非公開案件に入ります。

傍聴者の皆さま、最初にお話しいたしましたが、本日、これからの議案審議等につきまし

ては、非公開とする旨、決定しております。皆さまには大変恐縮ではございますが、ご退室

【議案審議】

議案第５０号 令和４年度使用下関市立小・中学校一般図書の採択について
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をお願いしたいと思います。

議案第５０号 「令和４年度使用下関市立小・中学校一般図書の採択について」教育研修

課岡課長お願いします。

岡良治（教育研修課長）

はい、教育研修課です。議案第５０号、令和４年度使用下関市立小中学校一般図書の採択

について、別冊①でございます。２ページからございますように議案を提出させていただき

ます。

２ページからの資料にございますように、小学校では１７種類、中学校では２９種類の一

般図書を採択したいということで、一般図書は、特別支援学級、または特別支援学校の児童

生徒が使用する教科書です。その需要は、使用する児童生徒一人一人によって違い、学校学

校保護者と、もっと相談しながら、本人に一番ふさわしい一般図書を選んでおります。その

採択は各学校において研究調査された報告に基づき、本教育委員会定例会において議決さ

れ、県教育委員会に期日、今年度は９月９日までになっておりますが、委員会で報告するこ

ととなっております。ご審議のほどよろしくお願いいたします。

児玉典彦（教育長）

ご質問、ご意見があればどうぞ。

（ありません。（全員））

児玉典彦（教育長）

ないようでしたら、議案第５０号について承認としてよろしいですか。

（はい。（全員））

児玉典彦（教育長）

では、承認といたします。

児玉典彦（教育長）

次に議案第５１号「令和４年度使用下関商業高等学校教科用図書の採択について」教育研

修課岡課長お願いします。

岡良治（教育研修課長）

議案第５１号は下関商業高等学校からの選定を受け、令和４年度使用下関商業高等学校

【議案審議】

議案第５１号 令和４年度使用下関商業高等学校教科用図書の採択について
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教科用図書採択していただくものです。ご審議のほどよろしくお願いいたします。

児玉典彦（教育長）

それでは、下関商業高等学校の生徒が来年度に使用する教科用図書の採択を行います。

本議案は非公開としておりますが、議事録等については９月１日以降公開することになり

ますので、ご承知おきください。

それでは各教科の教科書の採択について協議いたします。まず下関商業高等学校の教科

用図書の採択について事務局から説明をお願いします。

岡良治（教育研修課長）

はい、下関商業高等学校の教科書採択につきましては、５月２６日水曜日に開かれました、

教育委員会定例会においてご承認いただきました令和４年度使用下関商業高等学校教科用

図書の採択実施要領に基づいて行うこととなっております。この要領では、採択の基本方針

を以下の４点としております。一つ目、採択は、「高等学校用教科書目録（令和４年度使用）」

に登載されている教科用図書から行う。２、採択は校長の意見を聞いた上で行う。３、学校

の教育課程に適合する教科用図書を採択する。４、学校の特色、地域性及び生徒の実態に応

じた教科用図書採択する。の４点です。実施要領に示された手続きに基づき、下関商業高等

学校内に教科用図書検討委員会を設置し、採択の基本方針を踏まえ、選定資料等を参考に検

討の上、使用教科用図書が選定され、７月１４日に申請書が下関市教育委員会事務局へ提出

されました。別表の通り、合計３９冊の教科用図書が申請されております。資料で申します

と、８ページ、９ページでございます。そのうち、丸印のついた新規のものが１５件となっ

ております。事務局で教育課程との整合性について審査したところ、問題性は認められませ

んでした。これを受けまして、本日議案として提出しておりますので、ご審議のほどよろし

くお願いいたします。

児玉典彦（教育長）

ありがとうございました。お手元の資料をご確認の上、ご質問やご意見があればお願いし

ます。はい、小田委員

小田耕一（教育長職務代理者）

ご説明ありがとうございました。ご説明の中に校内に設置された教科用図書検討委員会

というのがありましたけども、その中で協議された様子を教えていただければと思います。

よろしくお願いします。

児玉典彦（教育長）

はい、これは下関商業高等学校、松嶋教頭先生お願いします。

松嶋渉（下関商業高等学校教頭）

下関商業高等学校でございます。本日、校長が不在のため、教頭の松嶋がご説明いたしま
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す。

教科用図書検討委員会についてですが、７月１３日に会をもちまして、全ての教科の主任

さんに集まっていただきそこで校長の採択を受けました。まずその前に、各教科の方で、教

科会をもっていただいて、慎重に教科書の方を選定しているところです。８ページ９ページ

をご覧いただいたらわかりますように、１年生は全て新規となっています。これは来年度か

ら高校においては新学習指導要領が施行されまして、それに基づいた教育課程となってお

りますので、全ての教科書が新しくなるというところです。また２、３年生につきましては

現教育課程の２年３年となりますので、基本的にはそこで継続的に一貫性を持った教科書

の採択というところで選んでおります。ただ、英語の９ページのところの上、２、３年生に

ついては新規となっております。これの１番上の英語１についてですが、これは昨年度から

変えている。完全の新規なのですが、これは今一度複数の教科書を確認したところ、本校の

生徒のより実態にあっているような練習問題とか、またはレッスンの構成だったりという

ところで、これは教科の方でしっかりとそのあたりを見て新規にしているというところで

す。またその下のコミュニケーション２の２番目の方ですが、これは１年生の時に新規で教

科書会社を新しくしております。それとの一貫性を保つために２年生で変えているといっ

たところです。全体的には来年度からの学習指導要領に向けて、１年生はしっかりと各教科

の方で見ていただいき、２、３年生については継続的に一貫性をもって選んでいるといった

ところです。以上で説明を終わります。

児玉典彦（教育長）

ありがとうございました。来年度から、高校も指導要領が変わりますので、教科書も１年

生については一新したということです。

他にございますか。はい、佐々木委員。

佐々木猛（教育委員）

ありがとうございます。選定の理由の中で本校の生徒に達したレベルでありという文言

がかなり多いところがあるのですが、この本校の生徒に達したレベルという意味でいうと、

今現在、下商の生徒の学力というのはどのような実態にあるのかを少し教えていただけた

らと思います。

児玉典彦（教育長）

はい、松嶋教頭先生。

松嶋渉（下関商業高等学校教頭）

そこに書いてあります本校の生徒に達したレベルということですが、学力としましては

本校の進路の実態等でいいますと、本校は大体２０名前後、毎年、国公立、特に下関市立大

学の方に行っているところです。また就職と進学の割合は年度によりますけれど、就職が大

体５割から６割といったところで残りが進学といった状況です。そういった中で、幅広い学

力がございます。ですので、ある程度幅広い学力のところに標準的なものということで選ば
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せていただいているといったところです。以上です。

佐々木猛（教育委員）

はい、ありがとうございます。

児玉典彦（教育長）

よろしいですか。他にご意見やご質問はございませんか。はい、藤井委員。

藤井悦子（教育委員）

新規の教科書が１５件となっておりますけども、その新規の教科書の中で特にこの商業

科の中で目玉となっているのはどれかありますか。

児玉典彦（教育長）

はい、松嶋教頭先生。

松嶋渉（下関商業高等学校教頭）

商業科については教科書が２つしかございません。実教出版と東法という２つの教科書

になっています。ですので、特に目玉というものはございませんで、その中で、その２つを

しっかりと比較検討して選んだというところです。以上です。

藤井悦子（教育委員）

わかりました。

児玉典彦（教育長）

よろしいですか。他にご意見やご質問はございませんか。

なければ申請書のとおりに採択することでよろしいでしょうか。

（はい。（全員））

児玉典彦（教育長）

では以上で議案第５２号の審議を終わります。

児玉典彦（教育長）

続いて議案第５３号「製造請負契約締結について（下関市学校給食調理等業務委託）」学

校保健給食課山本参事お願いします。

【議案審議】

議案第５３号 製造請負契約締結について（下関市学校給食調理等業務委託）
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山本泰造（教育部参事（学校保健給食課長））

議案第５３号製造請負契約締結についてご報告をいたします。

資料は別冊③でございます。当該議案につきましては、下関市学校給食調理等業務委託事

業の契約締結をしようとするものです。前回の定例会において、審査委員会の審査を経て、

優先交渉権者が決定したことについて、ご報告させていただきましたが、その審査

概要についてまずはご報告させていただきます。

資料の５ページをご覧ください。１番の提案者２番の審査委員会・プレゼンテーション実

施日、３番の審査結果までは前回ご報告させていただきましたので、説明は割愛させていた

だきます。

４番の提案内容概要、こちらにつきましては、８ページをご覧ください。別紙３でござい

ます。広島アグリフードサービス株式会社の提案内容の概要をお示ししております。

この中で、主なものを、もう一者の提案がどうであったかを含めてご紹介いたします。

まずは施設整備業務です。一番上ですけれどもＨＡＣＣＰ衛生管理につきましては、ＨＡ

ＣＣＰ手法認定施設として、施設整備をします。

それから、五つ目ですけれども、コージェネレーションシステムを採用。コージェネレー

ションシステムとは、ということで、９ページの枠の下の方に※１で書かさせていただいて

おりますが、コージェネレーションシステムは、ガスを動力源とした、発電機を用い、通常

電力のほか、廃熱利用、非常時電力供給を行うシステムのことです。それからその次、ユニ

バーサルデザインに対応した計画とします。それからその次、アレルギー食専用調理室は独

立空調換気設備の上室圧レベルを高くし、アレルギーの防止を図ります。それから最後です

けれども、延床面積が６,１６７㎡。１階が３,９３０㎡、２階が２,２３７㎡の部屋になって
おります。これに対して、もう一者の方の提案でございますが、衛生管理につきましては、

ＨＡＣＣＰの考えに基づいた衛生管理という提案でございました。それから非常時ですけ

ども、小型発電機による冷凍庫等の非常維持電源の供給をします。それからアレルギーに関

しましてはアレルギー食専用調理室は下調理室から１０ｍ以上間隔をとり、最高位の空気

圧レベル設定とします。それから最後の面積ですけども、延床面積が３,７９８㎡、１階が
３０,８９㎡、２階が７０８㎡ということで、広島アグリと比べまして、約６割程度の延床
面積のご提案でございました。

それから、維持管理をとばしまして運営業務の方でございます。運営業務につきましては

広島アグリに関しましては、１５０名体制による安全な給食を提供。調理部門が１０２名、

配送部門が４７名、統括責任者を１名配置するということでした。それからその次ですけど

も、４時間、６時間、８時間で複数の雇用形態、高齢者、障害者も雇用をしますというご提

案でした。

それから中段、８番目ですけれども、２階研修室、多目的ホールを配置し、ライブカメラ

を利用した児童とのコミュニケーション、食育授業への参加、職場体験、料理教室の実施が

可能ですという話でした。それから４つおりまして、緊急時は、代表企業や協力企業から弁

当やパンの配送を行う。それからもう一つ下が食材が市内から調達できない場合は複数の

ルートから調達可能ということで、こちらにつきましては仲卸資格を持っている広島青果

市場。契約栽培農家から食品卸協力企業、グループ企業からの調達が可能ですというご提案
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でした。それから一番最後ですけれども、きび醤油や米粉、こちらにつきましては大豆、小

麦の代替になりますけども、そういったものや、特定原材料を含まないカレールウなど個々

に寄添うアレルギー対応食を検討しますとのことでした。それに対しまして、もう一者の方

ですけれども、体制につきましては９６名体制ということで、調理グループが５０名配送グ

ループが４４名。それから統括責任者、業務責任者各１名という体制でいきますということ

でした。あとは、スキルアップシートを作成し、取得技術を明確にし、昇給昇格の基準とし

ますとのことでした。それから２階の多目的ホールというところに関してですけれども、も

う一者の方は、そういう部屋はございませんで、調理員が各校に同行して、食育授業への参

加、オンラインによる施設紹介や調理員との意見交換、職場体験、実習生受け入れを行いま

すとのことでした。

続きまして９ページでございますが、事業費のところです。事業費ですけれども広島アグ

リの方は代表企業１００％出資による新会社を市内に設立し、代表企業の経営に左右され

ない事業継続を行います。それから、付帯事業、在宅高齢者配食を、この調理場で実施する

ことで、学校給食の委託料のみに頼らない収益の確保を目指しますとのことでした。それか

らもう一者の方ですけども、こちらの方は、市内で豊富な実績と経験を持つ地元専門企業か

ら成る事業体制を構築し、安定的な事業継続を行いますということでした。

それからその他ですけども、広島アグリさんの方は、３つ目ですけれども、市内の学校で

説明会やインターン受け入れを実施し、３年後の市内雇用１００％を目指します。それから、

５つ目ですけれども、味や色味に問題のない流通規格外品を受入れる。段ボール通い函での

納入により、営農者の負担軽減を図りますということです。もう一者の方ですけども、こち

らも地元雇用率１００％を目標とし、下関のお母さんの味を届けます。それから、２献立制

の導入により、納品屋さんの偏り負担の軽減効果を目指しますということでした。

最後に価格評価ですけれども、提案額につきましては、９９億８,４２４万６,３００円と
いうことでした。もう一者の方は、９９億３,２５６万２,４８１円ということで、広島アグ
リより５,２００万円安いという提案でございました。また、審査委員からの質問内容でご
ざいますが、災害時の給食対応について、コージェネレーションシステムについて、事業に

対する組織、体制の詳細について、調理員の作業環境について、厨房機器の選定の考え方、

アレルギー食の事故防止方法についてや、子供達に対する施設見学や食育に対する取り組

み、付帯事業と給食との関係など、多くのご質問がございました。それに対してそれぞれの

提案者がより詳細にお答えをしたところです。またヒアリング終了後、審査委員が採点に入

る前に、審査委員の税理士の方から、事前に提出された財務諸表に関して、それぞれの提案

者が、財務的にはどのような特徴があるかの説明をしていただきました。その後、採点をし

ていただき、８８４．４点にて、広島アグリフードサービスが決裁を経て優先交渉権として

決定したところです。

審査委員会では最後に審査委員の皆様から総評をいただきましたところ、２者とも、甲乙

つけ難いところであったが、施設整備については面積的に２階もあるＢ社広島アグリフー

ドサービス。維持管理についても例えば、異物混入防止については金属検知機や、オリジナ

ル二重防止の独自策などがあるＢ社。運営についてもＢ社の方が雇用について地元大学で

の説明会等、具体的な提案が多かったや、基本的要求、安全性等については、甲乙つけ難い
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けれども、全体的に具体的に提案、説明をされ、ディティールがつまっていたのがＢ社。プ

ラスアルファーで雇用の創出、付帯事業のところで差がついた。また、安全事故を起こさな

いのは理想であるが、ヒューマンエラーは起きると、それを防ぐために人に頼らないで防止

する機能、仕組み、検出器であったり新人作業服の色であったりというところがＢ社にあっ

た。ということで、Ｂ社である広島アグリフードサービスがより一歩踏み込んだ提案、より

具体的な提案であったところでの点差がついたとの総評でした。

また、１０ページ、１１ページをご覧ください。こちら広島アグリフードサービスが提案

されたイメージパースや、配置ゾーニング図、１階２階の平面図となっております。１１ペ

ージの１階平面図をご覧ください。調理の流れとしては、右側の荷受室から中央の揚げ物、

焼き物、蒸し物室、それから上の調理室で調理したものを、配送コンテナ室に集め、左下の

発送準備室を通ってトラックバースから配送車が出ていくという流れになります。

２階につきましては、炊飯室がございまして、その他従業員の更衣室、食堂、それから事

務室、また、施設見学などで利用できる多目的ホール、研修室などがございます。以上が、

審査の概要でございます。

続きまして、資料の１ページにお戻りください。議案第５３号「製造請負契約の締結につ

いて」ご説明いたします。「１ 契約の相手方」は、住所、下関市一宮住吉三丁目２番１号、

下関アグリフードサービス株式会社、代表取締役中島和雄です。なお、提案書は広島アグリ

フードサービス株式会社でしたが、提案通り新会社を設立するということで、下関アグリフ

ードサービス株式会社との契約となります。「２ 目的物」は下関市立の小中学校において提

供する学校給食。「３ 請負金額」は、（１）固定費、６１億１,０４２万８,５００円。それか
ら、（２）変動費、当該アまたはイに定める単価に製造した学校給食の数を乗じて得た額。

「ア 米食の場合」、１食当たり１５２．４円、「イ パン食の場合」、１食あたり１３０．

５円となります。この請負金額につきましては、詳しい資料が資料の４ページにございます

ので、４ページをご覧ください。一番の固定費及び変動費の内訳です。この度の契約におけ

る給食の提供数は生徒数によって変動しますので、変動する給食数に応じて、１年また月々

の支払金額を計算するため、食数が変わっても変動することがない費用を固定費として、食

数が変動すれば変わる費用を変動費として算出整理いたしました。固定費の内訳は、設計管

理費や建設費、厨房備品、社員の人件費、光熱水費の基本料金といった費用で、１５年総額

が６１億１,０４２万８,５００円です。変動費につきましては、パートの人件費や、使用量
によって変動する光熱水費、それから配送車のガソリンや衛生消耗品等の費用を計上して

おり、総額が３８億３,９４６万７,５００円です。
先ほどの米食とパン食の場合の単価設定ですが、提供食数が１日８,０００食、１年が２
１０日稼働ということで想定しておりまして、掛ける１５年で、２,５２０万食となります。
変動費３８億を、２,５２０万食で割りますと１５２．３５円となり、米食の場合、１５２．
４円と設定いたしました。パン食の場合はパンは別業者との契約となります。米飯を作らな

いので米飯の経費２１．８２円を引いた、１３０．５３円から１３０．５円と設定したとこ

ろです。以上が請負金額の説明となります。

次に２ページにお戻りください。こちらは議案の参考資料でございますが、契約期間につ

きましては、契約締結から令和２１年３月３１日まで、履行期間、これは給食の提供期間で
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すけれども、令和６年４月１日から令和２１年３月３１日まで。供給予定数は２,５２０万
食あります。それから、年度別の請負額と書いてますが、こちらは上限という設定なってい

まして、８,０００食をベースに、固定費、変動費、それぞれの年度が、こちらの金額になり
合計が９９億４,９８９万６千円になります。それから学校給食配送先の学校ですけれども、
お示しをしているとおり今のところ２３校の予定でございます。

それから、次のページ３ページですけども、こちらは位置図になっております。新下関市

場の中のお示しの通りの施設場所での整備予定となってます。

続きまして、４ページをご覧ください。４ページの２番ですけども、献立作成から食材供

給までの流れ、令和３年度基本の形で、こちらいろいろ市議会でもですね、献立がどうなる

んだ、というところでいろいろご質問いただいておりますので、この辺りご説明させていた

だこうと思っております。献立に関しましては左上、下関市教育委員会が、栄養士会に献立

作成依頼を行います。栄養士会は学校及び共同調理場の栄養教諭、栄養士、こちらに新調理

場の管理栄養士も入っていただいて、栄養教諭の支援をするという形になると思います。こ

ちらの方で、栄養士会で献立案を作成しまして、それを給食委員会の方で諮ります。

こちらの給食委員会に関しましては栄養教諭の代表であったり、調理員の代表、それから校

長代表、ＰＴＡの委員の方、それから、こちらに新調理場の管理栄養士、調理員の代表の方

も入っていただいて、私どもの方も入ってですね、給食協会の事務局のもと、献立がいいか

どうかというところを審議していただきます。ここで献立が決まったものが教育委員会に

戻りまして、そのあとに共同調理場、自校式調理場、新調理場の方にですね、献立決定の案

が行くという流れになります。その後ですけれども、共同調理場に関しましては、その献立

案をベースに下関市教育委員会の認定した給食物資納入業者に発注し、食材がその後業者

さんから入ってくる形になります。自校式調理場に関しましては、現在、学校給食協会の方

を経由して業者の方に発注依頼があり、納品されている形となります。それから新調理場で

すけれども、新調理場に関しましては、新調理場がこの納入業者から発注依頼をして、食材

が入るという形で、その後かかった実費を私どもの方から、新調理場の方に、食材に関して

はお支払いするという形になります。こちら新調理場の食材の費用に関しましては、この契

約の金額には含まれておりません。

それから、すいません。ちょっと飛びますが、資料１０ページ、こちらも提案イメージパ

ースと配置図、１階平面図と２階平面図となります。

以上、議案第５３号につきまして、ご説明させていただきましたご審議のほどよろしくお

願いいたします。以上です。

児玉典彦（教育長）

ありがとうございました。只今製造請負契約締結について説明がありましたが、ご意見・

ご質問がありますか。

（ありません。（全員））

児玉典彦（教育長）
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よろしいでしょうか。それでは特にないようですので議案５３号は承認としてよろしい

ですか。

（はい。（全員））

児玉典彦（教育長）

それでは承認といたします。

下関市教育委員会会議規則第１７条ただし書の規定により、非公開

≪非公開部分終わり≫

児玉典彦（教育長）

これで本日の議事すべて終了いたしました。これで定例会を終了いたします。皆さん、お

疲れ様でした。

（お疲れ様でした。（全員））

署名

教 育 長

署名委員

署名委員

作成職員

【臨時代理の報告】

令和３年８月２３日付け人事異動について

【閉会の宣告】


